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=福島県食品生活衛生課からのお知らせ

・入浴施設におけるレジオネラ症防止対策

・毒キノコによる食中毒にご注意ください

=11月 は、Sマーク標準営業約款普及登録促進月間です

■経営特別相談員研修会を開催しました

=福島県生活衛生営業経営特別相談員の方々です

■日本政策金融公庫からのお知らせ

～松平定信公が]801年に造営した日本最古といわれる『南湖公園 (白河市)』 ～
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入浴施設におけるレジオネラ症防止対策
レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症です。
特に、多くの人が利用する入浴施設でのレジオネラ症は、大規模な発生になる可能性があります。入浴施設の清掃
消毒などを適切に行い、レジオネラ症の発生を防止しましょう。

〈管理のポイント〉

使用している設備等により必要な対応が異なります。詳しくは、厚生労働省ホームページ「レジオネラ対策のページ」を御確認ください。
httpS://WWW.mhtW.gO.jp/Stf/SeiSakunitSuite/bunya/0000124204.htmt
・ 御不明な点については、営業所を管轄する県保健福祉事務所に御相談ください。
なお、中核市 (福島市、郡山市、いわき市)の施設は、各市の保健所にお問い合わせください。
。また、令和 7年 4月 1日 から、,谷槽水の水質基準の項目が、大腸菌群から大腸菌に変更になりました。適切な検査を行いましょう。

躊 鼈
毎年 9月 から10月 にかけて |よ
全国的に毒キノコによる食中毒が発

生しています。

県内では、令和 6年 11月 に種類
不明のキノコを使用した調理品 (キ
ノコの味嘔汁)を喫食したことが原
因で食中毒が発生しています。また、

全国では、令不□6年にキノコによる
食中毒により 1名死亡しています。

キノコの鑑別には、十分な経験と

矢0識が必要です。知らないキノコは、

【毒キノコの食中毒発生状況 (福島県)】

「採らない。食べない。人にあげない」
を守り、少しでも判断に迷う場合は

食べるのをやめ、食中毒の予防に努
めましょう。

なお、福島県内では一部の地域・種類を除き、採取される「野生キノコ」の出荷が制限されています。出荷が制限
されている食品は、県ふくしま復興情報ポータルサイトから確認できますので、販売・加工等の際はご確認ください。

【ふくしま復興情報ポータルサイト】
http://www.preifukushirΥ ]alg.jp/slte/porta1/syukkaseigenn.html

:食中毒の原因となる毒キノ轟の鬱馨 簿 藁提供 l福島県林業振興撫 会津保健福祉事務爾)]

(令和フ年 8月末現在)

患者数 原因食品 病因物質

R6年 11月 2名 キノコの味噌汁 植物性自然毒 (不明)

R4年 11月 3名 キノコの炒め物、キノコ混ぜご飯 植物性自然毒 (ドクササコ (推定))
R4年 10月 1名 キノコスープ 植物性自然毒 (不明)

R2年 10月 3名 キノコ汁 植物性自然毒 (カキシメジ (推定))

H30年 10月 3名 キノコの味]曾汁

H30年 9月 2名 キノコとなすの炒め物 植物性自然毒 (クサウラベニタケ)

H30年 9月 2名 キノコ汁、キノコの炒め物 植物性自然毒 (ツキヨタケ)

H28年 10月 2名 キノコのすまし汁 植物性自然毒 (ツキ∃タケ)

H28年 10月 1名 キノコとなすの油炒め 植物性自然毒 (イ ッポンシメジ)

H28年 9月 1名 キノコの油炒め 植物性自然毒 (クサウラベニタケ)

グサウラベニタケ
ウラベニホテイシメジとの誤食が多
い。食後 15～ 30分後から吐き気、
嘔畦、下痢を起こします。

ツキ露タケ
ムキタケ、ヒラダケとの誤
食が多い。誤食すると、嘔吐、
下痢、腹痛を起こします。

ドクササコ
カヤタケゃナラタケと間違しヽやす
いじ手足の先端が赤く腫れ、激痛が
1ケ月以上続くことがあります。

浴槽の清掃

浴槽水の水質検査 旅館業法施行条例、公衆浴場法施行条例等で定められた検査を必ず実施することc

浴槽水の消毒 塩素系薬剤を使用し、遊離残留塩素濃度を定期的に測定して、通常 0 4 mg/1を保つこと.

ろ過器、循環配管
1週間に 1回以上逆洗浄して汚れを排出するとともに、 5～ 10 mg/1程 度の高濃度の塩素を含んだ浴槽水を
循環させ消毒すること。

集毛器 (ヘアキャッチャー) 毎日洗浄・消毒すること。

消毒装置 定期的に薬液の量を確認し、補給すること。また、送液ポンプが正常に作動しているか毎日確認すること。

貯湯槽 60℃ 以上を保ち、お湯を滞留させないようにすること。

気泡発生装置、打たせ湯等 エアロゾルが発生し、レジオネラ属菌を吸入するリスクが高くなるので、循環した浴槽水を使用しないこと。

シャワー
1週間に 1回以上、内部の水が置き換わるように通水すること。シャワーヘッドとホースは6ヶ月に 1回以上
点検し、内部の汚れ等は 1年に 1回以上洗浄、消毒すること。

第 175号

発生年月

本直物性自然毒 (不明)

毎日完全に換水・清掃すること。循環ろ過し消毒している場合でも 1週間に1回以上は実施すること。
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主催 :公益財団法人全国生活衛生営業指導センター・都道府県生活衛生営業指導センター
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出典 :厚生労働省 HPポスター「予防しよう早期発見 予防」
httpS://Www.mhtw go」 p/content/001316013.pdf

11月 28日0
生涯学習総合センター

會津稽古堂

3F 研イ1多室 5

12月 10日 1水|
南相馬市民情報交流センター

lF 中会議室
R82月 9日帽)
税務相談会

13:15

15:15

会津アピオ アピォスペース
2F 研イ1多室

*2/9は、専門家 (税理士)による税務相談会です。
*全日程、お―組様、約30分間の個別相談会です。
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令和 7年 8月 26日∞ホテル福島グリーンパレスにおいて、令和ア年度経営
特別相談員研修会を開催いたしました。次の内容で各講師から講演いただき

ました。桑原講師からは特別相談員の役害」や活動意義等についてご講演いた

だき(参加者からは参考になうた旨の感想が多く寄せられました。

11)生活衛生融資とその活用について

日本政策金融公庫福島支店

融資課長 高橋 真 氏

2)生衛組合と経営特別相談員制度について
元 (公財)全由生活衛生営業指導センタニ

3)県内の生活衛生営業の現状について
福島県食品生活衛生課

主任主査 佐藤 和生 氏

41)生衛業者のためのデジタル化の推進について

(公財)福島県生活衛生営業指導センター

事務局長 大島 正敏研修部長 桑原 廣美 氏
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鈴木 修典 いわき市 公衆浴場業 三浦 史朗 福島市 食 肉 杉山 隆―郎 いわき市興 行
菊田 克己 福島市 齋藤 利香子 福島市 太齋  武 福島市

栗城 昭雄 会津若松市 阿部 雅徳 郡山市 鈴木 正継 いわき市クリーニング

佐久間 比出男 いわき市 鈴木 壽治 会津若松市 鈴木 平助 会津若松市

白坂 欣充 福島市 木村 泰司 福島市

すし商

大塚 利光 須賀川市

渡辺 辰夫 三春町 加藤 美由紀 二本松市 野木  彰 須賀川市

星   久 矢吹町 関場 智子 福島市 高野  豊 会津若松市

福島市高橋 朋幸 会津若松市 菊地 大輔 福島市 高橋  真
木幡 睦人 伊達市下宮  聡 いわき市

旅館ホテル

平山 直人 いわき市

岡田 裕― 相馬市 諏江  勉 郡山市

社交飲食業

竹野 浩明 福島市

佐々木 康行 いわき市

理  容

影山 光子 郡山市 藤田 長寿 郡山市

岩崎 和浩 福島市 早川 健児 郡山市 鈴木 大介 いわき市

小田部 昌寛 郡山市 服部 幸介 郡山市 飯塚 昌保 いわき市

原田 秀之 棚倉町

飲食業

池田 弘子 会津若松市

喫茶飲食

富樫 雅人 いわき市

薄  文克 会津坂下町 大沼 由弘 郡山市 中華飲食業 伊藤 哲雄 福島市

石井 久二郎 いわき市 菅野 久美 福島市

美容業

佐藤 美幸 郡山市

食 肉
古川 由明 白河市

と相談は、日本公凛目民生活事業の憲□泰でお.気軽にどうそ。なお、

国民生活事業
httpS://い曜W.」 fC.g。 .jP/

日本政策金融公庫 福 島 支 店

いわ き支店

会津若松支店

郡 山 支 店

0570-008503

0570-008545

0570-009386

0570-009629

〒965-0878会 津若松市中町 2-35

〒963-8005郡 山市清水台 1-6-21

〒960-3031福 島市栄町 6-6(福 島セントランドビル｀

〒970-8026い わき市平字菱川町 1-5

ビ

役職名 氏 名 役職名 氏  名 役職名 氏 名 役職名 氏 名 役職名

事業統轄 今村  ,問
支店長兼事
業統轄

新谷 宜史 支店長兼事
業統轄

渡辺 誠吾 支店長兼事業
統轄

融資第二課長 三浦 博之

牧本 茂樹 副事業統轄
(総括担当)

外山 真志 副事業統轄
(総括担当)

伊藤 信昭 副事業統轄 中谷  渉 総括第一課長 大木 裕子副事業統轄
喘 括担当)

高橋  真 融資課長 田崎 真央 融資課長 原田 幹夫 融資第一課長 小高 慎平 総括第二課長

襲鵞議験舞穐鐙羅購会庫 国議響傲i震嘩華纏 櫂鳥曝軋導機蓼鑽亀簿 総議7年 8薦 罐日現在 課長議麟    (敬称略)

佐藤 匡史融資課長

G翻フ鎖認 (敬称略)

業種 特相員氏名 住所 業種 特相員氏名 .住所 業種 特相員氏名 住所
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宇埜 康平


